


 



 



 



 



 



 



 



 

ＮＰＯ団体・杜の小径防災研究室 規約 

(基本理念) 

 東日本大震災後、家庭・地域・企業で防災に対する取り組みをおこなっておりますが、必ずしも順調に進んでいるわけではありません。それは、それぞれ

の個別の事情に応じた「応用」がなされていないため、と私たちは考えています。 

 当団体は、これから防災のリーダ的存在になる「30 代～50代」にスポットを当て、その年代層の皆様に「考える防災教育」を通じて応用力を身につけて

いただくとともに、当団体がアドバイザーとなって、各家庭・地域・企業の状況に寄り添った持続可能な防災対策を作り上げていくことを目的に設立しま

した。 

 

第１章 総    則 

 (名称) 

  第１条 当団体は、ＮＰＯ団体・杜の小径防災研究室(もりのこみちぼうさいけんきゅうしつ)と称する。 

 (所在地) 

  第２条 当団体の事務所は、宮城県仙台市青葉区(以下自宅兼事務所のため省略)に置く。 

 (目的) 

  第３条 当団体の活動は、以下の２つを目的とする。 

      1)「聞く災教育」から「考える防災教育」への転換促進 

      2)各家庭・地域・企業の事情に即した、持続可能な防災ルールの作成支援 

 (活動内容) 

  第４条 当団体は目的を達成するために以下の活動をおこなう。 

      1)防災をテーマとしたネットクイズ番組の開催 

      2)防災講演会、セミナー、勉強会で使用する映像・テキスト教材の開発・提供(但し防災士・防災関連専門職の者に限る) 

      3)企業の防災体制確立のアドバイス・支援 

      4)各家庭の実情に沿った防災ルール作成のアドバイス・支援 

      5)その他、目的の達成に必要な活動 

 



 
 第２章 会   員 

 (会員・ボランティアスタッフ) 

  第５条 当団体の会員は当研究室の基本理念と目的に賛同して入会した個人および団体とする。 

(会費) 

 第６条 当団体の会員の種別および年度会費は以下のように定める。 

      1)会員：個人 年 3,600 円 団体 12,000 円 

      2)ボランティアスタッフ：当研究室の各種運営に積極的に関わる者をこのように呼称する。会員と同等の権利を有する。年度会費無料。 

  第７条 会員の継続更新は毎年 4月におこなうものとする。また、5月以降の入会の場合は入会年の月会費を月割とする。 

 

 第３章 会   議 

 (会議) 

  第８条 当団体には、「総会」を置く。 

 (総会付記事項) 

  第９条 総会に付議する事項は次のとおりとする。 

1)活動計画および予算決定に関する事項 

2)活動報告および決算報告に関する事項 

3)その他運営に関する重要な事項 

 

 第４章 附   則 

 (規約に定めがない事項の決定) 

第１０条 本規約に設けられていない事項や、団体の運営における大きな動きがある場合には、会員(ボランティアスタッフ含む)にメール等で諮問し、

過半数の賛同をもって随時決定するものとする。 
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